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Ⅰ 本調査の背景と目的 

○ 長期エネルギー需給見通しにおいて、2030 年までに産業・業務部門 2,268 万 kl

の省エネ目標が掲げられており、省エネルギー投資促進に向けた支援補助金（う

ちエネルギー使用合理化等事業者支援事業）（以下「省エネ補助金」という。）

では、省エネ設備投資を中心とする対策として、1,846 万 kl の省エネ目標の実

現に向けて、より効果的な省エネ取組を支援していくことが求められている。 

○ 政府として、「統計改革推進会議 最終取りまとめ」（平成 29 年５月 19 日 統計

改革推進会議決定）等を踏まえ、ＥＢＰＭ（エビデンス・ベースト・ポリシー・

メイキング、証拠に基づく政策立案）を推進しており、省エネ補助金において

も、これまで蓄積されたデータを基に、次年度以降の政策立案につなげていく

必要がある。 

○ 定量分析が可能なデータとしては、省エネ補助金における平成 23 年度以降の補

助金申請データ及び平成 29 年度及び平成 30 年度に実施した補助金申請事業者

に対するアンケート（以下「アンケート」という。）の結果並びにエネルギーの

使用の合理化等に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号。以下「省エネ法」とい

う。）に基づき提出された定期報告書のデータ等が蓄積されている。 

○ 上記の背景を踏まえて、本調査では以下の①、②を目的とする。 

① 省エネ補助金に関連する各種データ（※）に基づき、補助金の有無が設備投

資に与える影響、省エネ効果の高い事業等を定量的に分析し、課題の整理及

び対応の方向性の検討を行う。 

② ①の分析結果を踏まえ、平成 31 年度以降の事業におけるより効率的な制度

設計に向けた提言を行う。 

※平成 23 年度以降の補助金申請データ、平成 29 年度及び平成 30 年度に実施したアンケートの結果

並びに省エネ法に基づき提出された定期報告書のデータを活用。 
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Ⅱ 調査結果 

１．省エネ法に基づく定期報告書のデータに関する分析 

○ ここでは、省エネ法の規定により提出された定期報告書及び中長期計画書に記

載された第一種・第二種エネルギー管理指定工場の報告データと、平成 23 年度

から平成 30 年度までの補助金申請データ等に基づき、採択／不採択、事業者の

区分、申請した設備等によって事業者をグルーピングして集計し、補助金や設

備導入がエネルギー使用量に与えた影響やエネルギー使用原単位の変化等につ

いて分析を行った。 

○ 省エネ法に基づく定期報告書のデータに関する分析項目を以下に示す。 

＜分析項目＞ 

１）工場等単位でのエネルギー使用原単位の改善率 

２）工場等単位での省エネ設備導入予定に対する実績 
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２．アンケート結果に関する分析 

○ ここでは、補助金申請事業者に対するアンケートの結果及び補助金申請データ

等に基づき、補助金が省エネ設備の導入に与えた影響等について分析を行った。 

○ なお、補助事業においては、平成 29 年度と平成 30 年度の２回アンケートを実

施しているが、平成 29 年度に実施したアンケートは事業者単位での実施であっ

たことから、本調査では、工場・事業場単位で実施した平成 30 年度アンケート

（回答数：1,887 件）を主な分析対象とした。 

○ アンケート結果に関する分析項目を以下に示す。 

＜分析項目＞ 

１）設備更新の理由 

２）補助金が交付されなかった場合の省エネ設備導入 

３）補助金が交付されなかった場合の事業費の削減割合 

４）設備投資の判断基準となる投資回収年数 

５）補助率の妥当性 

６）省エネ意識の変化 

○ また、上記のアンケート結果に関する分析に加えて、分析結果の背景・理由等

を深掘りし、分析結果の妥当性を検証するため、補足的に、エネマネ事業者や

リース会社等、日常的に多くの補助金申請事業者にアプローチしている事業者

（計４社）へのヒアリング調査を行った。 
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Ⅲ まとめと提言 

○ 本調査では、省エネ補助金に関連する各種データに基づき、補助金の有無が設

備投資に与える影響や省エネ効果の高い事業等に関する定量的な分析を行った。 

○ ここでは、これらの分析結果に基づき、有識者ヒアリングを踏まえて、分析結

果のポイントを整理するとともに、平成 31 年度以降の事業におけるより効率的

な制度設計に向けた提言を行う。 

 

１）分析結果のポイント 

＜補助金によるエネルギー使用原単位の改善効果＞ 

○ 補助金の採択／不採択と省エネ法に基づく定期報告書におけるエネルギー使用

原単位の推移の関係について分析した結果、平成 26～28 年度の補助金採択者

は、補助事業が完了した翌年度の対前年度比原単位が不採択者に比べて３ポイ

ント程度低く、エネルギー使用原単位が３～５％程度改善している。このため、

省エネ補助金による設備導入は、工場等単位でのエネルギー使用原単位の改善

に確実に貢献していると言える。 

○ 大企業等と中小企業者等を比較すると、中小企業者等の方が大企業等よりも補

助金採択の有無による対前年度比原単位のポイント差が大きい。 

 

＜補助金による設備更新の後押し効果＞ 

○ 区分Ⅰ（工場・事業場単位）の補助金申請を行い不採択となった事業のうち、

中長期計画書の計画内容（前年度計画書との比較）において、設備更新を計画

通り実施した事業は 16％、一部実施した事業を含めて 20％に留まり、55％の事

業は未実施であった。 

○ また、中長期計画書の記載内容からは実施状況が判定できない事業が 26％あっ

た。この大半は、補助金申請時の中長期計画書の計画欄に記載があった事業内

容が、翌年度提出の中長期計画書では計画欄及び既実施欄のいずれにも記載が

ないものであることから、未実施の可能性が考えられる。 

○ 平成 29 年度補助金不採択者への追跡調査（アンケート）では、区分Ⅰ（工場・

事業場単位）申請事業者の 21％が補助金がなくても設備更新を計画通り実施し

たと回答しており、調査対象がそれぞれ異なることから単純に比較することは

難しいが、計画通り実施する事業者は、いずれも 20％前後であった。 
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○ 平成 29 年度補助金不採択者への追跡結果より、補助金の申請に際して計画した

設備更新について、補助金がなくても計画通り実施したと回答した事業者は全

体の 32％（区分Ⅰ（工場・事業場単位）に加えて区分Ⅱ（設備単位）の申請事

業者を含む）であったことから、省エネ補助金の存在は、補助金申請事業者の

約 70％に対して設備更新を後押しする効果があると期待される。 

○ その中で、中小企業者等は、大企業等に比べて、補助金がなくても設備更新を

計画通り実施すると回答した事業者の割合が小さく、逆に補助金がなければ実

施しないと回答した事業者の割合が大きいことから、省エネ補助金は、特に中

小企業者等に対して設備更新を後押しする効果が高い。 

○ アンケート結果に関する分析及び事業者・有識者ヒアリングの内容を踏まえる

と、補助金による設備更新の後押し効果として、一般的に言われている設備更

新を前倒しする効果の他に、大きく以下の２つの効果があると考えられる。 

①設備更新の範囲を拡大する効果 

・ 補助金がない場合、事業の一部を実施すると回答した事業者は、補助金

があることで、設備更新の範囲を拡大することができると想定される 

②更新設備の性能・水準を高める効果 

・ 補助金がない場合、よりコストの低い（省エネ効果の低い）設備に変更

すると回答した事業者は、補助金があることで、更新設備の性能・水準

を高めることができると想定される 

○ 補助金がない場合に計画変更を行うと回答した事業者のうち、設備の性能・水

準を下げると回答した事業者よりも、事業の一部を実施すると回答した事業者

の方が多いことから、①設備更新範囲の拡大の効果の方が高いと考えられる。 

 

＜設備投資の判断基準となる投資回収年数＞ 

○ 省エネ設備投資の意思決定における投資回収年数の判断基準として、４～５年

程度と回答した事業者が 32％で最も多く、１～３年程度と回答した事業者

（７％）を合わせると全体の４割弱を占める。 

○ 事業者ヒアリングの結果も踏まえると、補助金申請事業者における省エネ設備

投資の判断基準の目安は５年程度以内が一つの目安になっていると考えられる。 

○ また、投資回収年数の判断基準について、大企業等と中小企業者等で大きな差

は見られない。 
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２）より効率的な制度設計に向けての提言 

＜中小企業者等に対するより一層の支援の強化＞ 

○ 省エネ補助金に関連する各種データを分析した結果、省エネ補助金は、特に中

小企業者等に対して、設備更新を後押しする効果が高いことがわかった。 

○ 省エネ補助金では、すでに中小企業者等に対する支援を強化してきているが、

今後、さらなる支援の強化が求められる。中小企業者等の省エネ設備投資の支

援は、エネルギーコストの削減だけでなく、生産性の向上や従業員の労働環境

の改善にもつながると期待される。 

○ 他方、１事業当たりの省エネ量は大企業等の方が中小企業者等よりも大幅に大

きいことから、長期エネルギー需給見通しにおける省エネ目標の達成に向けて

は、大企業等への支援とのバランスに配慮することが重要である。 

 

＜設備の性能・水準の要件化等の検討＞ 

○ 補助金による設備更新の後押し効果には、一般的に言われている設備更新の前

倒し効果の他に、①設備更新範囲の拡大、②更新設備の高効率化があると考え

られるが、前述のとおり、補助金がない場合に計画変更を行うと回答した事業

者のうち、設備の性能・水準を下げると回答した事業者よりも、事業の一部を

実施すると回答した事業者の方が多い。 

○ したがって、更新設備の高効率化の余地が残されている事業者は比較的多いと

推定されることから、省エネ補助金の採択要件として一定以上の性能・水準を

課すことや、加点項目として導入する設備の性能・水準を評価すること等によ

って、②更新設備の高効率化を後押しできる可能性が考えられる。 

○ 補助金申請事業者の中には、設備の老朽化対策のために設備更新を実施しよう

という事業者もいるが、一定以上の性能・水準を要件や加点項目とすることで、

これらの事業者に対しても、より高効率な設備導入のインセンティブを付与す

ることができる。 

○ また、更新設備の性能・水準を要件化することにより、省エネ補助金には、国

等が支援して技術開発を行った高効率設備の実証の場としての機能も期待され

る。 
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＜省エネ補助金に関連するデータ収集・分析の継続＞ 

○ 本調査では、アンケート結果や補助金申請データ、省エネ法に基づく定期報告

書、中長期計画書の報告データを中心に分析を行ったが、特に補助金不採択者

に関する情報が限られており、さらなる実態の把握が必要である。 

 

○ 今回、補足的に、エネマネ事業者やリース会社等、日常的に多くの補助金申請

事業者にアプローチしている事業者へのヒアリングを実施したが、定量的なデ

ータでは把握できない背景・要因や課題等もあることから、補助金申請事業者

への直接のヒアリングを含め、今後も継続的に調査・分析を行い、制度設計に

活かしていくことが重要である。 

 

 

おわりに、本調査の実施に当たっては、東京農工大学・亀山秀雄名誉教授より、貴重なご助

言をいただいた。また、調査・分析の実施に際しては、一般社団法人環境共創イニシアチブ、

一般社団法人ビジネス・エンジニアリング・センターに多大なるご支援を得た。ここに記して

深甚の謝意を表する。 

 


